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平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

第
三
千
四
百
三
十
八
号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
五
十
号
）

○
福
岡
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
告
　
　
　
示
（
第
千
七
百
五
十
六
号
）

○
福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
団
体
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

	
	

　

	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　
　

小　

川　
　

洋　

福
岡
県
規
則
第
五
十
号

　
　
　

福
岡
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
規
則
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「平

成

」
を
削
除
し
、
同
様
式
（
注
）
２
中
「外

国
人
登
録
済
証
明　
書
１
通

（発

行
後
６
か
月
以
内
の
も
の

）
」
を
「
「住

民
票
の
写
し

（国
籍
の
記
載
を
含
む

。

）
」
（
原
本
）
」
に

改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
福
岡
県
告
示
第
千
七
百
五
十
六
号

　

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。
　
　

平
成
二
十
四
年
十
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋

　
　
　

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

　

福
岡
県
農
林
漁
業
災
害
対
策
資
金
融
通
措
置
要
綱
（
平
成
二
十
三
年
五
月
福
岡
県
告
示
第
八
百
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
十
八
経
営
第
七
千
五
百
八
十
一
号
」
の
下
に
「
。
以
下
「
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
要

綱
」
と
い
う
。
」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
七
月
三
日
か
ら
十
四
日
ま
で
の
豪
雨
災
害
（
以
下

「
平
成
二
十
四
年
七
月
の
豪
雨
災
害
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
利
子
助
成
金
等
の
交
付
対
象
者
は
、

平
成
二
十
四
年
七
月
の
豪
雨
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
、
特
別
資
金
及
び
経
営
安
定
資
金
（
以
下
こ

れ
ら
を
「
災
害
対
策
資
金
」
と
い
う
。
）
を
借
り
受
け
た
農
林
漁
業
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
セ
ー
フ

テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
要
綱
第
四
の
⑸
の
五
に
定
め
る
者
は
除
く
。

　

第
三
条
第
三
項
中
「
特
別
資
金
及
び
経
営
安
定
資
金
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
災
害
対
策
資
金
」
と
い
う

。
）
」
を
「
災
害
対
策
資
金
」
に
改
め
、
同
項
を
第
六
項
と
し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る

。３　

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
利
子
助
成
金
等
の
交
付
対
象
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
利
子
助
成
金
等
の
交
付
対
象
と
し
な
い
。

一　

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

　

二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
暴
力
団
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条

　

第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
単
に
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。
）

　

で
あ
る
場
合

　

二　

暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
団
体
で
あ
る
場
合

　

三　

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
場
合

４　

特
別
資
金
に
係
る
利
子
助
成
金
の
交
付
申
請
に
お
い
て
、
借
受
者
か
ら
委
任
を
受
け
た
農
協
及
び

信
漁
連
（
以
下
「
農
協
等
」
と
い
う
。
）
が
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
利
子
助
成
金
の
交
付
対
象
と
し
な
い
。

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

告
　
　
　
示



第３４３８号 増刊①福 岡 県 公 報平成 24 年 10 月 16 日　火曜日 2

５　

経
営
安
定
資
金
に
係
る
利
子
補
給
を
受
け
る
農
協
等
で
、
第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号
の
い
ず
れ

　

か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
利
子
補
給
金
の
交
付
対
象
と
し
な
い
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
申
請
期
限
」
を
「
利
子
助
成
適
格
認
定
及
び
利
子
補
給
承
認
の
期
限
」
に
改
め

、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
七
月
の
豪
雨
災
害
に
関
す
る
利
子
助
成
及
び
利
子

補
給
の
期
間
に
つ
い
て
は
貸
付
実
行
日
か
ら
五
年
と
し
、
利
子
助
成
適
格
認
定
及
び
利
子
補
給
承
認

の
期
限
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

　

別
表
一
の
一
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

別
記
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
（
第
五
条
関
係
）

第
一　

特
別
資
金
関
係

　

一　

特
別
資
金
に
係
る
利
子
助
成
金
の
交
付
条
件

　

（
一
）　

利
子
助
成
の
対
象
と
な
る
資
金
は
、
特
別
資
金
と
す
る
。

　

（
二
）　

利
子
助
成
の
対
象
と
な
る
農
林
漁
業
者
は
、
特
別
資
金
の
借
受
者
で
あ
り
、
第
三
条
に
規

　
　
　

定
す
る
被
害
農
林
漁
業
者
と
す
る
。

　

（
三
）　

知
事
は
、
市
町
村
が
特
別
資
金
の
利
子
助
成
を
行
う
場
合
に
限
り
、
被
害
農
林
漁
業
者
に

　
　
　

対
し
利
子
助
成
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　

二　

特
別
資
金
の
貸
付
実
行
の
通
知

　

（
一
）　

公
庫
又
は
公
庫
の
受
託
金
融
機
関
は
、
特
別
資
金
を
貸
し
付
け
た
と
き
は
、
農
林
漁
業
セ

　
　
　

ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
資
金
貸
付
実
行
通
知
書
（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
実
行
通
知
書
」
と
い
う

　
　
　

。
）
を
速
や
か
に
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
二
）　

知
事
は
、
実
行
通
知
書
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
市
町
村
長
に
実
行
通
知
書
の

　
　
　

写
し
を
送
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

三　

特
別
資
金
の
利
子
助
成
適
格
認
定
手
続
及
び
特
別
資
金
利
子
助
成
確
約
書
の
提
出

（
一
）　

特
別
資
金
の
借
受
者
が
、
特
別
資
金
の
利
子
助
成
適
格
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
農
業
に
あ
っ
て
は
当
該
被
害
農
業
者
の
住
所
地
を
そ
の
地
区
内
に
含
む
農
協
を
通
じ
市
町

村
を
経
由
し
て
、
林
業
に
あ
っ
て
は
市
町
村
を
経
由
し
て
、
漁
業
に
あ
っ
て
は
信
漁
連
を
通

じ
市
町
村
を
経
由
し
て
、
特
別
資
金
利
子
助
成
適
格
認
定
申
請
書
（
様
式
第
二
号
の
一
、
様

式
第
二
号
の
二
又
は
様
式
第
二
号
の
三
。
以
下
「
適
格
認
定
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
速
や

か
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
申
請
者
が
法
人
等
の
場
合
は
、
適
格
認

定
申
請
書
に
役
員
名
簿
（
様
式
第
二
号
の
四
）
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）　

市
町
村
長
は
、
特
別
資
金
の
貸
付
け
に
つ
き
利
子
助
成
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
適
格

認
定
申
請
書
の
市
町
村
意
見
及
び
市
町
村
証
明
の
欄
に
記
入
の
上
、
特
別
資
金
利
子
助
成
に

係
る
確
約
書
（
様
式
第
三
号
）
を
添
え
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
三
）　

知
事
は
、
適
格
認
定
申
請
書
を
審
査
し
、
申
請
者
が
第
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
適
格
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
借
受
者
及
び
関
係
機
関

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

平
成
24年

７
月
３
日
か
ら

14日
に
か
け

て
の
豪
雨
災

害

平
成
24年

７
月
３
日

以
降
平
成
24年

８
月

19日
以
前
貸
付
決
定

分

特
別
資
金
	

（
公
庫
）

７
年
以
下

0.50
0.250

0.250
0

７
年
を
超
え

９
年
以
下

0.55
0.275

0.275
0

９
年
を
超
え

10年
以
下

0.65
0.325

0.325
0

平
成
24年

７
月
３
日

以
降
平
成
24年

８
月

19日
以
前
利
子
補
給

承
認
分

経
営
安
定
資
金

（
農
協
）

７
年
以
下

2.45
1.225

1.225
0

平
成
24年

８
月
20日

以
降
平
成
24年

９
月

19日
以
前
貸
付
決
定

分

特
別
資
金

（
公
庫
）

６
年
以
下

0.40
0.200

0.200
0

６
年
を
超
え

８
年
以
下

0.45
0.225

0.225
0

８
年
を
超
え

９
年
以
下

0.55
0.275

0.275
0

９
年
を
超
え

10年
以
下

0.65
0.325

0.325
0

平
成
24年

８
月
20日

以
降
平
成
24年

９
月

19日
以
前
利
子
補
給

承
認
分

経
営
安
定
資
金

（
農
協
）

７
年
以
下

2.35
1.175

1.175
0

平
成
24年

９
月
20日

以
降
貸
付
決
定
分

特
別
資
金

（
公
庫
）

８
年
以
下

0.45
0.225

0.225
0

８
年
を
超
え

９
年
以
下

0.55
0.275

0.275
0

９
年
を
超
え

10年
以
下

0.65
0.325

0.325
0

平
成
24年

９
月
20日

以
降
利
子
補
給
承
認

分

経
営
安
定
資
金

（
農
協
）

７
年
以
下

2.45
1.225

1.225
0
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四　

特
別
資
金
利
子
助
成
金
の
交
付
申
請
及
び
交
付
決
定
等

（
一
）　

利
子
助
成
適
格
認
定
を
受
け
た
者
が
利
子
助
成
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

農
業
に
あ
っ
て
は
農
協
に
、
漁
業
に
あ
っ
て
は
信
漁
連
に
特
別
資
金
利
子
助
成
金
委
任
状
（

様
式
第
四
号
。
以
下
「
委
任
状
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
林

業
に
あ
っ
て
は
特
別
資
金
利
子
助
成
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
の
一
。
以
下
「
交
付
申

請
書
」
と
い
う
。
）
及
び
特
別
資
金
利
子
助
成
交
付
申
請
明
細
書
（
様
式
第
六
号
の
二
。
以

下
「
交
付
申
請
明
細
書
」
と
い
う
。
）
を
毎
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
二
）　

農
協
等
は
、
委
任
状
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
特
別
資
金
利
子
助
成
金
委
任
者
一
覧
表
（

様
式
第
五
号
）
を
作
成
し
、
交
付
申
請
書
、
交
付
申
請
明
細
書
及
び
役
員
名
簿
（
様
式
第
二

号
の
四
）
を
毎
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）　

知
事
は
、
交
付
申
請
書
を
審
査
し
、
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
利
子
助
成
金
の
交

付
を
決
定
し
、
農
業
及
び
漁
業
に
あ
っ
て
は
そ
の
旨
を
農
協
等
に
、
林
業
に
あ
っ
て
は
借
受

者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
（
昭
和

三
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
五
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
実
績
報
告
は
、
こ
の
交
付
申
請

に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
同
規
則
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
額
の
確
定
は
交
付
決

定
と
同
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。

　

五　

特
別
資
金
利
子
助
成
金
の
支
払

（
一
）　

知
事
は
、
原
則
と
し
て
利
子
助
成
金
の
交
付
決
定
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日

ま
で
に
農
業
及
び
漁
業
に
あ
っ
て
は
農
協
等
に
、
林
業
に
あ
っ
て
は
借
受
者
に
対
し
、
利
子

助
成
金
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。

（
二
）　

利
子
助
成
金
の
交
付
を
受
け
た
農
協
等
は
、
速
や
か
に
当
該
利
子
助
成
金
を
借
受
者
に
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二　

経
営
安
定
資
金
関
係

　

一　

経
営
安
定
資
金
の
借
入
申
込
手
続

（
一
）　

経
営
安
定
資
金
を
借
り
受
け
よ
う
と
す
る
被
害
農
業
者
は
、
経
営
安
定
資
金
借
入
申
込
書

（
様
式
第
七
号
の
一
。
以
下
「
借
入
申
込
書
」
と
い
う
。
）
を
当
該
被
害
農
業
者
の
住
所
地

を
そ
の
地
区
内
に
含
む
農
協
に
、
被
害
漁
業
者
は
、
借
入
申
込
書
（
様
式
第
七
号
の
二
）
を

信
漁
連
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
借
入
希
望
者
が
法
人
等
の
場
合
は
、
借
入

申
込
書
に
役
員
名
簿
（
様
式
第
二
号
の
四
）
を
添
え
て
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）　

（
一
）
の
借
入
申
込
み
を
受
け
た
農
協
の
組
合
長
及
び
信
漁
連
の
会
長
は
、
経
営
安
定
資

金
を
貸
し
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
借
入
申
込
書
の
写
し
を
添
え
て
経
営
安
定
資
金
利
子

補
給
承
認
申
請
書
（
様
式
第
八
号
の
一
又
は
様
式
第
八
号
の
二
。
以
下
「
承
認
申
請
書
」
と

い
う
。
）
を
市
町
村
を
経
由
し
、
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
三
）　

農
協
等
は
、
福
岡
県
農
業
信
用
基
金
協
会
及
び
福
岡
県
漁
業
信
用
基
金
協
会
（
以
下
こ
れ

ら
を
「
信
用
基
金
協
会
」
と
い
う
。
）
の
保
証
を
付
す
場
合
に
は
、
債
務
保
証
委
託
申
込
書

を
信
用
基
金
協
会
に
送
付
す
る
と
と
も
に
、
債
務
保
証
の
委
託
申
込
手
続
を
代
行
す
る
も
の

と
す
る
。

二　

経
営
安
定
資
金
の
利
子
補
給
承
認
手
続

（
一
）　

市
町
村
は
、
一
の
（
二
）
の
規
定
に
よ
り
書
類
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
農
協
等
と
協

議
し
、
そ
の
内
容
を
審
査
す
る
も
の
と
す
る
。

（
二
）　

（
一
）
の
審
査
に
基
づ
き
、
市
町
村
は
、
承
認
申
請
書
の
市
町
村
意
見
等
の
欄
に
利
子
補

給
の
適
否
及
び
利
子
補
給
が
適
当
で
あ
る
と
き
は
そ
の
利
子
補
給
率
を
記
入
す
る
も
の
と
す

る
。

（
三
）　

知
事
は
、
承
認
申
請
書
を
審
査
し
、
申
請
者
が
第
三
条
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当

し
な
い
こ
と
を
確
認
の
上
、
被
害
農
業
者
及
び
被
害
漁
業
者
ご
と
に
利
子
補
給
の
承
認
又
は

不
承
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
四
）　

知
事
は
、
（
三
）
の
審
査
を
行
う
と
き
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
機
関
の
意
見
を
徴
す

る
も
の
と
す
る
。

（
五
）　

知
事
は
、
利
子
補
給
の
承
認
又
は
不
承
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
を
経
由
し
て
、
農

協
等
に
対
し
、
経
営
安
定
資
金
利
子
補
給
承
認
書
（
様
式
第
九
号
の
一
又
は
様
式
第
九
号
の

二
。
以
下
「
承
認
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
承
認
又
は
不
承
認
の
通
知
を
す
る
も
の
と
す
る

。

（
六
）　

市
町
村
長
は
、
（
五
）
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
承
認
の
通
知
を
し
た
と
き
は
、
資
金
の
貸

付
け
に
つ
き
利
子
補
給
を
行
う
旨
の
契
約
を
、
速
や
か
に
農
協
等
と
締
結
す
る
も
の
と
し
、

契
約
締
結
後
、
当
該
契
約
書
の
写
し
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

三　

経
営
安
定
資
金
の
貸
付
手
続

　

（
一
）　

農
協
等
は
、
承
認
書
を
受
け
付
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
貸
付
け
を
実
行
す
る
も
の
と
す
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る
。

　

（
二
）　

貸
付
け
の
形
式
は
、
証
書
貸
付
け
と
す
る
。

　

（
三
）　

農
協
等
は
、
経
営
安
定
資
金
を
貸
し
付
け
る
場
合
は
、
借
入
申
込
者
の
預
金
口
座
に
振
り

　
　
　

込
む
も
の
と
す
る
。

（
四
）　

農
協
等
は
、
被
害
農
業
者
及
び
被
害
漁
業
者
に
資
金
を
貸
し
付
け
た
と
き
は
、
経
営
安
定

資
金
貸
付
状
況
報
告
書
（
様
式
第
十
号
）
を
作
成
の
上
、
市
町
村
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
の
と
き
に
約
定
償
還
台
帳
の
写
し
を
添
付
す
る
も
の
と

す
る
。

　

四　

経
営
安
定
資
金
の
利
子
補
給

　

（
一
）　

知
事
は
、
経
営
安
定
資
金
を
貸
し
付
け
る
農
協
等
に
対
し
、
第
三
条
第
五
項
に
該
当
し
な

　
　
　

い
こ
と
を
確
認
の
上
、
利
子
補
給
金
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
二
）　

農
協
等
は
、
毎
年
一
月
二
十
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す

　
　
　

る
。

　
　
　
　

ア　

経
営
安
定
資
金
利
子
補
給
金
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
一
号
）

　
　
　
　

イ　

利
子
補
給
金
交
付
申
請
明
細
書
（
様
式
第
十
二
号
）

　
　
　
　

ウ　

利
子
補
給
金
交
付
申
請
内
訳
表
（
様
式
第
十
三
号
）

　
　
　
　

エ　

利
子
補
給
金
計
算
明
細
表
（
様
式
第
十
四
号
）

　
　
　
　

オ　

役
員
名
簿
（
様
式
第
二
号
の
四
）

　

（
三
）　

交
付
申
請
書
の
審
査
は
次
に
掲
げ
る
資
料
に
基
づ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

ア　

承
認
書
（
様
式
第
九
号
）

　
　
　
　

イ　

約
定
償
還
額
台
帳
（
様
式
第
十
五
号
）

　
　
　
　

ウ　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
資
料

　

（
四
）　

利
子
補
給
に
つ
い
て
の
契
約
は
、
知
事
が
当
該
農
協
の
組
合
長
及
び
信
漁
連
の
会
長
と
の

　
　
　

間
で
締
結
す
る
経
営
安
定
資
金
利
子
補
給
契
約
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
五
）　

知
事
は
、
信
用
基
金
協
会
と
の
契
約
に
基
づ
き
、
信
用
基
金
協
会
が
農
協
等
に
対
し
て
債

務
保
証
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
た
損
失
の
一
部
に
つ
い
て
、
予
算
の
範
囲
内
で
損
失
補

償
を
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
信
用
基
金
協
会
が
第
三
条
第
三
項
第
二
号
又
は
第
三
号

に
該
当
す
る
場
合
に
は
損
失
補
償
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

　

様
式
第
二
号
の
一
か
ら
第
二
号
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第２号の１（別記第１の３関係）

特別資金利子助成適格認定申請書（農業）

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

申請者 住 所

（フリガナ）

氏 名 印（男・女）

（生年月日 年 月 日）

農林漁業災害対策特別資金の貸付について、利子助成を受けたいので、福岡県農林漁業災害対策資

金融通措置要綱別記第１の３の（１）の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１ 災害の概要（災害名 ）

被害作物名 被害面積 平年収量 減 収 量 減 収 率

a ㎏ ㎏ ％

平年農業総収入 減 収 額 減 収 率

千円 千円 ％

２ 農林漁業セーフティネット資金（特別資金）の借入額 千円

３ 添付書類

（１）農林漁業セーフティネット経営安定計画（写し）

４ 市町村意見

５ 市町村証明
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様式第２号の２（別記第１の３関係）

特別資金利子助成適格認定申請書（林業）

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

申請者 住 所

（フリガナ）

氏 名 印（男・女）

（生年月日 年 月 日）

農林漁業災害対策特別資金の貸付について、利子助成を受けたいので、福岡県農林漁業災害対策資

金融通措置要綱別記第１の３の（１）の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１ 災害の概要（災害名 ）

被害樹種 被害面積 平年林業総収入 損 失 額 損 失 率

a 千円 千円 ％

２ 農林漁業セーフティネット資金（特別資金）の借入額 千円

３ 添付書類

（１）農林漁業セーフティネット経営安定計画（写し）

４ 市町村意見

５ 市町村証明



第３４３８号 増刊①福 岡 県 公 報平成 24 年 10 月 16 日　火曜日7

様式第２号の３（別記第１の３関係）

特別資金利子助成適格認定申請書（漁業）

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

申請者 住 所

（フリガナ）

氏 名 印（男・女）

（生年月日 年 月 日）

農林漁業災害対策特別資金の貸付について、利子助成を受けたいので、福岡県農林漁業災害対策資

金融通措置要綱別記第１の３の（１）の規定に基づき、下記のとおり申請します。

記

１ 災害の概要（災害名 ）

漁業種類 対象魚種 平年漁業総収入 損 失 額 損 失 率

千円 千円 ％

２ 農林漁業セーフティネット資金（特別資金）の借入額 千円

３ 添付書類

（１）農林漁業セーフティネット経営安定計画（写し）

４ 市町村意見

５ 市町村証明
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様
式
第
二
号
の
三
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第２号の４ 
役	 員	 名	 簿 

 
（団体名：	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）	 	 	 	 該当する性別・年号を○で囲んでください。 

役職名 （フリガナ） 
氏	 	 	 名 性別 （都道府県） 

住	 	 所 生年月日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

 
 

 
男・女 

 明・大・昭・平 
	 	 年	 	 月	 	 日 

（注）役員全員を記載すること 
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様
式
第
六
号
の
一
、
様
式
第
七
号
の
一
、
様
式
第
七
号
の
二
、
様
式
第
八
号
の
二
、
様
式
第
九
号
の

二
及
び
様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第６号の１（別記第１の４関係）

特別資金利子助成金交付申請書

第 号

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

住 所

（フリガナ）

氏 名 印（男・女）

（生年月日 年 月 日）

福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱別記第１の４の規定により、 年度

利子助成金 円の交付を申請します。
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様式第７号の１（別記第２の１関係）

経営安定資金借入申込書

年 月 日

農業協同組合 御中

下記資金の借入れを申し込みます。

借 住 所
（ＴＥＬ ）

入
（フリガナ）

者 氏 名 印 （男・女）

（生年月日 年 月 日） （ 歳）

資 金 名 農業災害対策経営安定資金 元 元金均等
金

借 入 申 込 金 額 償 償
還

資 金 の 用 途 還

借 入 希 望 時 期 年 月 日 方 毎年 １月 ２０日

償 還 期 間 年 うち据置 年 法 利息支払日 年 月 日以降（ ）

償還(取扱)期限 年 月 日 毎年 １月 ２０日

資 区 分 前年実績 計 画
金

千円 千円資 の 農 業 収 入
必

金 要 収 給 与 収 入
性 収

の

内 計 入
画 支

容 内 計
容

農 業 支 出
計

本資金 支 生 活 費
資 借

既借入金返済入
金 金 画

出
計

自己資金 計
画

計 差 引 余 剰
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附表

災害の種類・時期

作 物 名 被 害 面 積 平 年 収 量 減 収 量 減 収 額

①

農

作

物 計

減
農業共済金見込額 （Ａ） 代表物予定所得額 （Ｂ） 減収総額 －（Ａ）－（Ｂ）

収 （作物名 ）

円 円 円

②

そ

の

他

円

天災資金 農協特別貸出 租税公課減免 計農業災害特別資金

③

諸

対 円 円 円 円

策 家計費の節約 平年経済余剰現 金 ・ 預 貯 金 借 入 金 等

金

額

円 円 円 円 円

資金所要額 ①＋②－③ 円
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続 柄 氏 名 年齢 職業又は勤務先 前年の収入

千円家 本 人

千円族

千円の

千円状

千円況

千円

種 別 田 畑 果樹園 給 与 貸家等 計
経

（ ）（ ）（ ）営 （作付品目）
戸規 規 模 a a a

模
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円前年収入

種 類 面 積 見積価格 種 類 面 積 見積価格

㎡ 千円 ㎡ 千円所 宅 地 住 宅
有

㎡ 千円 ㎡ 千円不 農 地 農 舎
動

㎡ 千円 ㎡ 千円産 山林・その他 貸 家

千円 千円計 計

出資金 当座性貯金 定期性貯金 共済契約額 購買貸越未 収 金 立 替 金

千円 千円 千円 万円 千円 千円生命
万円取 建更

年間掛金総額(
）千円

引
特別資金の既往借入金残高 既往借入金の状況

借入年月日 借入期限 借入現在高 年間償還額 借入年月日 借入期限 借入現在高 年間償還額状 資金名 資金名

千円 千円 千円 千円

況
千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

連 住 所 氏 名 年齢 続柄 資格 職業 前年収入
帯

千円保
証

千円人

担 不動産担保（所在地） 地目 面積 その他の担保

保
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様式第７号の２（別記第２の１関係）

経営安定資金借入申込書

年 月 日

福岡県信用漁業協同組合連合会 御中

下記資金の借入れを申し込みます。

借 住 所
（ＴＥＬ ）

入
（フリガナ）

者 氏 名 印 （男・女）

（生年月日 年 月 日） （ 歳）

資 金 名 漁業災害対策経営安定資金 元 元金均等
金

借 入 申 込 金 額 償 償
還

資 金 の 用 途 還

借 入 希 望 時 期 年 月 日 方 毎年 １月 ２０日

償 還 期 間 年 うち据置 年 法 利息支払日 年 月 日以降（ ）

償還(取扱)期限 年 月 日 毎年 １月 ２０日

資 区 分 前年実績 計 画
金

千円 千円資 の 漁 業 収 入
必

金 要 収 給 与 収 入
性 収

の

内 計 入
画 支

容 内 計
容

漁 業 支 出
計

本資金 支 生 活 費
資 借

既借入金返済入
金 金 画

出
計

自己資金 計
画

計 差 引 余 剰
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附表

災害の種類・時期

漁業種類 対象魚種 損 失 額 平年漁業総収入額

①

漁

獲

物
計

等

損 漁業共済金見込額 （Ａ） 代表物予定所得額 （Ｂ） 損失総額 －（Ａ）－（Ｂ）
（漁獲物名 ）

失

円 円 円

②

そ

の

他

円

天災資金 信漁連特別貸出 租税公課減免 計漁業災害特別資金

③

諸

対 円 円 円 円

策 家計費の節約 平年経済余剰現 金 ・ 預 貯 金 借 入 金 等

金

額

円 円 円 円 円

資金所要額 ①＋②－③ 円
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続 柄 氏 名 年齢 職業又は勤務先 前年の収入

千円家 本 人

千円族

千円の

千円状

千円況

漁 船 漁 業 その他漁業
経
営 漁船名 漁業種類 船質 トン数 進水年月 漁業種類 施設数・規模・能力等
規
模 年 月

種 類 面 積 見積価 種 面 積 見積価格

㎡ 千円 ㎡ 千円所 宅 地 住 宅
有

㎡ 千円 ㎡ 千円不
動

㎡ 千円 ㎡ 千円産

千円 千円計 計

出資金 当座性貯金 定期性貯金 共済契約額 購買貸越未 収 金 立 替 金

千円 千円 千円 万円 千円 千円生命
万円取 建更

年間掛金総額(
）千円

引
特別資金の既往借入金残高 既往借入金の状況

借入年月日 借入期限 借入現在高 年間償還額 借入年月日 借入期限 借入現在高 年間償還額状 資金名 資金名

千円 千円 千円 千円

況
千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

連 住 所 氏 名 年齢 続柄 資格 職業 前年収入
帯

千円保
証

千円人

担 不動産担保（所在地） 地目 面積 その他の担保

保
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様式第８号の２（別記第２の１関係）

　経営安定資金利子補給承認申請書（漁業） 　経営安定資金融資意見書（漁業）

　第　　　号

　年　月　日

　福岡県知事　殿

融資機関名 市町村名

市町村意見等 No　　　　　

漁獲物名 損失額
平年漁業
総収入

損失率
漁業共済金見込
額、代作物予定所

得額

損失総額

A (A+Ｅ-Ｆ) Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(Ｂ-Ｄ)

千円 千円 円 円 円 円 千円

貸付利率 漁業共済金見込額 天 災 資 金

％ 信 漁 連 特 別 貸 出

代作物 漁 業 災 害 特 別 資 金 利子補給率

(漁獲物名) 租 税 公 課 減 免

現 金 貯 蓄 金 等 ％

年 (予定所得額) 家 計 費 の 節 約 ※融資機関記入

据置期間 平 年 経 済 余 剰 　特別資金既借入残高

計

年 計 円

貸付利率 漁業共済金見込額 天 災 資 金

％ 信 漁 連 特 別 貸 出

代作物 漁 業 災 害 特 別 資 金 利子補給率

(漁獲物名) 租 税 公 課 減 免

現 金 貯 蓄 金 等 ％

年 (予定所得額) 家 計 費 の 節 約 ※融資機関記入

据置期間 平 年 経 済 余 剰 　特別資金既借入残高

計

年 計 円

貸付利率 漁業共済金見込額 天 災 資 金

％ 信 漁 連 特 別 貸 出

代作物 漁 業 災 害 特 別 資 金 利子補給率

(漁獲物名) 租 税 公 課 減 免

現 金 貯 蓄 金 等 ％

年 (予定所得額) 家 計 費 の 節 約 ※融資機関記入

据置期間 平 年 経 済 余 剰 　特別資金既借入残高

計

年 計 円

漁業管理課記入欄

印

適　　　否

適　　　否

無

計

有

Ｂ/Ｃ

％

Ｂ/Ｃ

％

償還期限
(据置を含む)

償還期限
(据置を含む)

無

計

有

有

無

償還期限
(据置を含む)

Ｂ/Ｃ

％

融　　資　　機　　関　　記　　入　　欄

基
金
協
会
保
証

漁獲物等損失

貸付の
相手方

諸対策金額

円

備　　　考
(資金使途内訳)

計

適　　　否

承認額左記記載事項中災害による被
害及び被害金額については事
実と相違ないので、利子補給
の承認をしますＦ

災害の
種　類

今	 後	 の
必要資金

貸　付
予定額
(所要額)

貸付利率
償還期限
据置期間

承認番号
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様式第９号の２（別記第２の２、第２の４関係）

　経営安定資金利子補給承認書（漁業）

　第　　　号

　年　月　日

（申請）

融資機関名 福岡県知事

市町村意見等 No　　　　　

漁獲物名 損失額
平年漁業
総収入

損失率
漁業共済金見込
額・代作物予定所

得額

損失総額

A (A+Ｅ-Ｆ) Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ(Ｂ-Ｄ)

千円 千円 円 円 円 円 千円

貸付利率 漁業共済金見込額 天 災 資 金

％ 信 漁 連 特 別 貸 出

代作物 漁 業 災 害 特 別 資 金 利子補給率

(漁獲物名) 租 税 公 課 減 免

現 金 貯 蓄 金 等 ％

年 (予定所得額) 家 計 費 の 節 約 ※融資機関記入

据置期間 平 年 経 済 余 剰 　特別資金既往借入残高

計

年 計 円

貸付利率 漁業共済金見込額 天 災 資 金

％ 信 漁 連 特 別 貸 出

代作物 漁 業 災 害 特 別 資 金 利子補給率

(漁獲物名) 租 税 公 課 減 免

現 金 貯 蓄 金 等 ％

年 (予定所得額) 家 計 費 の 節 約 ※融資機関記入

据置期間 平 年 経 済 余 剰 　特別資金既往借入残高

計

年 計 円

貸付利率 漁業共済金見込額 天 災 資 金

％ 信 漁 連 特 別 貸 出

代作物 漁 業 災 害 特 別 資 金 利子補給率

(漁獲物名) 租 税 公 課 減 免

現 金 貯 蓄 金 等 ％

年 (予定所得額) 家 計 費 の 節 約 ※融資機関記入

据置期間 平 年 経 済 余 剰 　特別資金既往借入残高

計

年 計 円

償還期限
(据置を含む)

無

計

有

適　　　否

C/B

％

漁業管理課記入欄

印

C/B

％

C/B

％

有

無

諸対策金額 承認番号

有

適　　　否

償還期限
(据置を含む)

無

計

円

償還期限
(据置を含む)

融　　資　　機　　関　　記　　入　　欄

基
金
協
会
保
証

漁獲物等損失

貸付の
相手方

災害の
種　類

今	 後	 の
必要資金

貸　付
予定額
(所要額)

貸付利率
償還期限
据置期間

備　　　考
(資金使途内訳)

計

適　　　否

承認額左記記載事項中災害による被
害及び被害金額については事
実と相違ないので、利子補給
の承認をしますＦ
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様式第１１号（別記第２の４関係）

経営安定資金利子補給金交付申請書

第 号

年 月 日

福 岡 県 知 事 殿

融 資 機 関

住 所

（フリガナ）

代表者氏名 印（男・女）

（代表者生年月日 年 月 日）

福岡県農林漁業災害対策資金融通措置要綱に基づき融資した貸付金について 年１月１日か

ら同年１２月３１日までの期間に係る利子補給金 円の交付を申請します。

記

月計表（ 年１月１日から同年１２月３１日までに係る農協、信漁連における残高移動）

（単位：千円）

借 方 貸 方

（期中貸付額） （約定繰上等期中償還額） 繰越残高

年 月 計 累 計 月 計 累 計

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

平
成
二
十
四
年
七
月
三
日
か
ら
十
四
日
ま
で
の
豪
雨
に
伴
い
、
既
に
一
般
災
害
と
し
て
承
認
さ
れ

　

た
経
営
安
定
資
金
に
つ
い
て
は
、
特
別
災
害
と
し
て
承
認
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。


